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「
救
マ
ー
ク
」
認
定
制
度

応
急
手
当
の
認
定
者
が
常
駐
す
る
体
制
づ
く
り

消防の広場 11 ついていますか？
住宅用火災警報器
半年に一度は作動確認9火事・救急・救助

事
業
所
内
で
発
生
し
た
救
急
事
故
に
速

や
か
に
対
応

　　

市
消
防
本
部
で
は
、
応
急
手
当
の
普

及
と
、
市
民
や
通
勤
・
観
光
な
ど
で
本

市
を
訪
れ
る
方
の
安
心
・
安
全
を
確
保

す
る
た
め
、
平
成
18
年
度
か
ら
救
マ
ー

ク
認
定
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
市
内
の
店
舗
や
宿
泊

施
設
な
ど
（
以
下
「
事
業
所
」
と
い
う
）

で
発
生
し
た
救
急
事
故
に
、
従
業
員
が

速
や
か
に
応
急
手
当
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
事
業
所
を
認
定
す
る
制
度
で
す
。

認
定
さ
れ
た
事
業
所
に
は
、「
救
マ
ー
ク

認
定
証
」
を
玄
関
、
フ
ロ
ン
ト
な
ど
に

掲
示
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

上
級
救
命
講
習
修
了
者
が
常
駐

　　

救
マ
ー
ク
認
定
事
業
所
に
は
、
市
消

防
本
部
が
実
施
す
る
上
級
救
命
講
習
の

修
了
者
が
常
に
勤
務
し
て
い
ま
す
。　

　

そ
の
従
業
員
は
、
定
期
的
に
再
講
習
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を
受
講
す
る
と
と
も
に
、
事
業
所
内
で

発
生
し
た
救
急
事
故
に
対
し
て
適
切
な

通
報
や
応
急
手
当
、
救
急
車
の
誘
導
を

行
い
ま
す
。

100
事
業
所
の
認
定
を
目
指
す

　

救
マ
ー
ク
認
定
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し

て
か
ら
10
年
。
今
年
度
も
新
た
に
１
事

業
所
を
認
定
し
、
救
マ
ー
ク
認
定
事
業

所
は
93
事
業
所
と
な
り
ま
し
た
。
今
後

も
市
総
合
計
画
の
目
標
値
に
掲
げ
る

１
０
０
事
業
所
の
認
定
を
目
指
し
、
既

に
認
定
し
て
い
る
事
業
所
の
協
力
を
得

な
が
ら
、
そ
の
維
持
を
図
っ
て
い
き
ま

す
。

　

市
内
各
事
業
所
の
皆
さ
ん
は
、
応
急

手
当
の
認
定
者
が
常
駐
す
る
体
制
づ
く

り
に
つ
い
て
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

住宅用火災警報器が

大切な「命」「財産」

を守る！

　　　「こんにちは、住宅用火災　
　　　警報器はついていますか？」
　　　（台所の天井を指差して）
　　　「ここについています！」
　　　「寝室はどうですか？」
　　　「いいえ、ついていません。」

　これは今年度 11月から実施して
いる住宅用火災警報器の設置に関
する戸別訪問でのやりとりです。
 今や、ほとんどのご家庭に普及し
ている住宅用火災警報器。しかし、
寝室には設置していないというご家
庭がまだまだ多くあります。
　ではなぜ寝室に必要なのでしょ
うか。それは、住宅火災における
死者の約７割が６５歳以上の高齢者
で、就寝中に発生した火災に気づか
ず逃げ遅れて犠牲になるケースが増
加しているからです。
　住宅用火災警報器は、就寝中で
も火災の発生を大きな音で知らせ
てくれますので、避難に時間がかか
るお年寄りがおられる住宅の寝室に
は、特に確実な設置が必要です。
　住宅火災による逃げ遅れを防ぐた
めに、寝室にも必ず設置してくださ
い！
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認定されるにはどうすればいいの？

認定要件は、①上級救命講習※を修了した従業員が、その
事業所の営業時間、公開時間中に１人以上常駐し、速やか
に応急手当が実施できること、②救急事故が発生した場合
に救急隊との連携ができるように連絡や誘導体制などを定
めた計画書を作成していること、となっています。※講習会
の日程など詳しくは峰山消防署救急係（☎６２‐０１１９）へ
お問い合わせください。

有効期限はありますか？

救マークの有効期限は認定日から１年間です。ただし、再講
習もしくは新たに上級救命講習を受講した場合は、救マー
ク認定（更新）申請書を提出することにより、更に１年間有
効期限を更新することができます。

認定事業所がやらなければならない
ことはありますか？

救マーク認定事業所は、速やかに応急手当が実施
できるように、応急手当に関する従業員の育成・指
導などに努めていただきます。

認定証はどこに掲示すればいいの？

救マーク認定証の交付を受けた事業
所は、認定証を事業所の出入口など、
公衆の目に触れやすい場所に掲示して
いただきます。
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上級救命講習を修了した従業員１人以上の常駐、救急
事故が発生した際の連絡体制などを記載した計画書の
作成が必要です。

応急手当に関する従業員の育成・指導をお願いし
ます。　

認定日から１年間です。　

出入り口などへの掲示をお願いし
ます。

網野自動車教習所
　
　私たち網野自動車教習所では、
地域のために何かできることは
ないかと探していたところ、市
消防本部のホームページで救
マーク認定制度のことを知りま
した。教習所でも、応急救護処
置の教習を実施していることか
ら、自分たちの知識を生かしな
がら地域へ貢献できるのではな
いかと考え、今年度、救マーク
認定事業所の申請を行いました。

　今回、救マーク認定を受けたことは、これからの教習にも役立っ
てくれるものと思います。また、事業所として救マークを掲げてい
ることをホームページやＳＮＳで発信しています。
　今後も救マーク認定を継続し、地域の方々に安心を還元していき
たいと思います。

到着した救急車の誘導を行う救マーク認定事業所の従業員
（撮影協力：久美の浜神の温泉 みなと悠悠）

迅速かつ適切な通報を行う救マーク認定事業所の従業員
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